
障
害
者
委
託
訓
練
生
を
募
集

　

平
成
30
年
度
国
立
・
県
営
鹿
児
島
障

害
者
職
業
能
力
開
発
校
の
障
害
者
委
託
訓

練
生
を
募
集
し
ま
す
。
授
業
料
は
無
料
で

す
。（
テ
キ
ス
ト
代
は
自
己
負
担
に
な
り
ま

す
。）
詳
細
に
つ
い
て
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
障

害
者
窓
口
で
お
問
合
せ
下
さ
い
。
入
校
願

書
は
、
最
寄
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、
鹿
児
島
障

害
者
職
業
能
力
開
発
校
に
あ
り
ま
す
。

□
パ
ソ
コ
ン
事
務
科
〈
３
ヶ
月
コ
ー
ス
〉

【
内
容
】

・
ワ
ー
プ
ロ
（W

ord

）
表
計
算
（Excel

）

を
利
用
し
た
パ
ソ
コ
ン
の
基
本
操
作

・
仕
事
に
必
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
の
習
得

【
訓
練
実
施
場
所
】

鹿
屋
ビ
ジ
ネ
ス
専
門
学
校
（
鹿
屋
市
白
水

町
２
８
１
番
地
・
鹿
屋
体
育
大
学
前
）

【
定
員
】

７
人
（
応
募
者
が
少
な
い
時
は
、
訓
練
を

実
施
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

【
訓
練
期
間
】

平
成
30
年
12
月
４
日
（
火
）

〜
平
成
31
年
２
月
28
日
（
木
）

【
訓
練
時
間
】

９
時
〜
15
時
50
分
（
土
・
日
・
祝
日
・
年

末
年
始
は
休
み
で
す
）

【
応
募
資
格
】

障
害
を
お
持
ち
の
方
で
、
早
期
の
就
職
や

再
就
職
を
目
指
す
方
（
就
労
支
援
事
業
所

等
で
支
援
を
受
け
ら
れ
て
い
る
方
も
受
講

可
能
）

【
募
集
期
間
】

平
成
30
年
10
月
９
日
（
火
）

〜
平
成
30
年
11
月
２
日
（
金
）

□
介
護
サ
ー
ビ
ス
科
〈
３
ヶ
月
コ
ー
ス
〉

【
内
容
】

・
鹿
児
島
県
知
事
指
定　

介
護
職
員
初
任

者
研
修
過
程

・
そ
の
他
独
自
の
就
労
支
援
講
座

【
訓
練
実
施
場
所
】

企
業
組
合　

労
協
セ
ン
タ
ー
事
業
団　

大

隅
地
域
福
祉
事
業
所　

ゆ
ら
お
う
（
鹿
屋

市
新
生
町
20

－

５
）

【
定
員
】

７
人
（
応
募
者
が
少
な
い
時
は
、
訓
練
を

実
施
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

【
訓
練
期
間
】

平
成
30
年
12
月
12
日
（
水
）

〜
平
成
31
年
３
月
８
日
（
金
）

【
訓
練
時
間
】

９
時
〜
15
時
50
分
（
土
・
日
・
祝
日
・
年

末
年
始
は
休
み
で
す
）

【
応
募
資
格
】

障
害
を
お
持
ち
の
方
で
、
早
期
の
就
職
や

再
就
職
を
目
指
す
方
（
就
労
支
援
事
業
所

等
で
支
援
を
受
け
ら
れ
て
い
る
方
も
受
講

可
能
）

【
募
集
期
間
】

平
成
30
年
10
月
18
日
（
木
）

〜
平
成
30
年
11
月
８
日
（
木
）

10
月
は
「
土
地
月
間
」
で
す

　

適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
の
確
保

を
図
る
た
め
、
一
定
面
積
以
上
の
土
地
取

引
を
行
っ
た
と
き
は
、
国
土
利
用
計
画
法

に
基
づ
く
届
出
が
必
要
で
す
。

　

国
に
お
い
て
は
、
毎
年
10
月
を
「
土
地

月
間
」、
10
月
１
日
を
「
土
地
の
日
」
と

定
め
、
届
出
制
度
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
て
い
ま
す
。

【
届
出
の
対
象
と
な
る
取
引
面
積
】

・
都
市
計
画
区
域
内
の
市
街
化
区
域
…
２
，

０
０
０
㎡
以
上

・
そ
の
他
の
都
市
計
画
区
域
…
５
，

０
０
０
㎡
以
上

・
都
市
計
画
区
域
外
…
１
０
，
０
０
０
㎡

以
上

※
届
出
は
、
権
利
取
得
者
が
契
約
締
結
日

か
ら
２
週
間
以
内
に
、
土
地
の
所
在
す
る

市
町
村
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
届
出
の
詳
細
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
県
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。（「
土

地
取
引
利
用
」
で
検
索
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

県
庁
地
域
政
策
課

☎
：
０
９
９
（
２
８
６
）
２
４
３
８

℻
：
０
９
９
（
２
８
６
）
５
５
２
９

県
労
働
委
員
会
委
員
に
よ
る
「
労

使
間
の
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
無
料
相

談
会
（
定
期
相
談
会
）」
の
ご
案
内

　

職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん

か
？

　

県
労
働
委
員
会
委
員
【
公
益
委
員
（
弁

護
士
な
ど
）、
労
働
者
委
員
（
労
働
組
合

役
員
な
ど
）、
使
用
者
委
員
（
会
社
経
営

者
な
ど
）】
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

労
働
者
、
事
業
主
の
ど
な
た
で
も
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】
毎
月
第
４
火
曜
日

午
後
２
時
30
分
〜
午
後
５
時
（
受
付
は
午

後
４
時
30
分
ま
で
）

９
月
〜
10
月
の
相
談
会

９
月
25
日
（
火
）、
10
月
22
日
（
火
）

【
場
所
】
県
庁
労
働
委
員
会
（
県
庁
15
階
）

【
申
し
込
み
】
不
要
（
予
約
優
先
）

【
相
談
事
例
】
解
雇
、雇
止
め
、配
置
転
換
、

賃
下
げ
、
パ
ワ
ハ
ラ
な
ど

【
問
い
合
わ
せ
先
】

県
労
働
委
員
会
事
務
局
（
県
庁
15
階
）

☎
：
０
９
９
（
２
８
６
）
３
９
４
３

℻
：
０
９
９
（
２
８
６
）
５
６
５
３
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